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商取法改正を  

企業経営にこ  
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たことです。これまで石油でいえば、生産や  

流通に携わる商社や石油会社に利用が限られ  

ていましたが、今後は電力会社や航空、陸運  

会社に直接参加の道が広がるわけです。   

改正商取睦では取引所外取引（OTC）は  

取引所取引を補完するものとして認めていく  

方針ですが、中間報告はOTCの参加者も「取  

引商品の需要家にも対象を拡大すべきであ  

る」としています。   

既に、石油会社などが活発にリスクヘッジ  

している石油の電子取引市場、ジェー・オイ  

ルエクスチェンジ（JOX、本社シンガポール）  

の亀岡剛チーフ・オペレーティング・オフィ  

サーは「日本企業の間でもヘッジしない方が   
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商品先物取引の抜本改正を話し合ってきた  

産業構造審議会商品取引所分科会（神崎克郎  

会長＝関西学院大学教授）が昨年末に中間報  

告をまとめました。企業に価格変動リスクの  

ヘッジ手段や透明性のある指標価格を提供す  

る産業インフラとしての機能強イヒを目指す今  

回の改革は、市場関係者の事前予想を上回る  

「前向きな内容」に仕上がりました。企業に  

とっては先物市場を本格的に活用する好機に  

なりそうです。  

「当筆者卿こ需要豪  

加扁；＝乙   

経済産業省と農林水産省は法案を今通常国  

会に掟出し、来年4月の施行を予定していま  

す。6年振りとなる商取法改正の主要テーマ  

の1つが、日本特有とも言える個人投資家に  

依存した市場参加者構造の見直しです。先物  

取引に直接参加する個人投資家については  

「自己責任に恵っき主体的な投資判断ができ  

る」適合性原則を条件として再確認し、条件：－  

を満たさない場合は商品ファンドなどの集団≒  

的投資手段を勧めるということを明確にしま㍉ 4
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した。   

企業にとって注目したいのは、利用拡大に  

向けて商品先物市場の会員資格・取引資格が  

認められる「当業者」に需要家を新たに加え  

L針  
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